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議案第２号 

 

　　　令和６年度砺波市一般会計予算 

 

　令和６年度砺波市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３，４４４，０００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　（債務負担行為） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」によ

る。 

 

　（地方債） 

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。 

 

　（一時借入金） 

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，７００，０００千円と定める。 

 

　（歳出予算の流用） 

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係

る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

をする場合と定める。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 市 税 6,852,000 

1 市 民 税 2,912,919 

2 固 定 資 産 税 3,381,732 

3 軽 自 動 車 税 187,349 

4 市 た ば こ 税 348,000 

5 入 湯 税 22,000 

2 地 方 譲 与 税 255,500 

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 52,000 

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 187,000 

3 森 林 環 境 譲 与 税 16,500 

3 利 子 割 交 付 金 2,200 

1 利 子 割 交 付 金 2,200 

4 配 当 割 交 付 金 38,000 

1 配 当 割 交 付 金 38,000 

5 株式等譲渡所得割交付金 40,000 

1 株式等譲渡所得割交付金 40,000 

6 法 人 事 業 税 交 付 金 113,000 

1 法 人 事 業 税 交 付 金 113,000 

7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,008,000 

1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,008,000 

8 環 境 性 能 割 交 付 金 11,000 

1 環 境 性 能 割 交 付 金 11,000 

9 地 方 特 例 交 付 金 267,600 

1 地 方 特 例 交 付 金 263,000 

2
新型コロナウイルス感染症対策
地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金 4,600 

10 地 方 交 付 税 5,420,000 

1 地 方 交 付 税 5,420,000 

11 交通安全対策特別交付金 5,000 

1 交通安全対策特別交付金 5,000 

12 分 担 金 及 び 負 担 金 13,366 

1 分 担 金 1 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額
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2 負 担 金 13,365 

13 使 用 料 及 び 手 数 料 408,586 

1 使 用 料 224,333 

2 手 数 料 184,253 

14 国 庫 支 出 金 2,488,560 

1 国 庫 負 担 金 1,739,693 

2 国 庫 補 助 金 740,645 

3 委 託 金 8,222 

15 県 支 出 金 1,533,194 

1 県 負 担 金 777,536 

2 県 補 助 金 638,527 

3 委 託 金 117,131 

16 財 産 収 入 118,377 

1 財 産 運 用 収 入 22,426 

2 財 産 売 払 収 入 95,951 

17 寄 附 金 60,029 

1 寄 附 金 60,029 

18 繰 入 金 2,359,868 

1 基 金 繰 入 金 2,359,868 

19 繰 越 金 100,000 

1 繰 越 金 100,000 

20 諸 収 入 935,784 

1 延滞金、加算金及び過料 4,000 

2 市 預 金 利 子 50 

3 貸 付 金 元 利 収 入 581,547 

4 受 託 事 業 収 入 168,345 

5 助 成 金 30 

6 雑 入 181,812 

21 市 債 1,413,936 

1 市 債 1,413,936 

23,444,000 歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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　歳　　　出

1 議 会 費 201,851

1 議 会 費 201,851

2 総 務 費 2,567,000

1 総 務 管 理 費 1,929,827

2 徴 税 費 218,351

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 151,648

4 選 挙 費 42,841

5 統 計 調 査 費 8,276

6 監 査 委 員 費 25,537

7 交 通 対 策 費 190,520

3 民 生 費 6,664,779

1 社 会 福 祉 費 2,566,025

2 児 童 福 祉 費 3,947,958

3 生 活 保 護 費 150,776

4 災 害 救 助 費 20

4 衛 生 費 3,677,967

1 保 健 衛 生 費 1,082,527

2 環 境 対 策 費 1,017,922

3 繰 出 金 1,577,518

5 労 働 費 41,339

1 労 働 諸 費 41,339

6 農 林 水 産 業 費 921,156

1 農 業 費 230,163

2 林 業 費 104,009

3 農 業 土 木 費 586,984

7 商 工 費 1,129,870

1 商 工 費 1,129,870

8 土 木 費 2,280,548

1 土 木 管 理 費 54,016

2 道 路 橋 り ょ う 費 822,379

（単位：千円）

款 項 金　　　額
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3 河 川 費 13,520

4 都 市 計 画 費 1,216,347

5 住 宅 費 174,286

9 消 防 費 797,374

1 消 防 費 797,374

10 教 育 費 2,392,815

1 教 育 総 務 費 203,818

2 小 学 校 費 496,557

3 中 学 校 費 244,458

4 幼 稚 園 費 128,887

5 社 会 教 育 費 611,150

6 保 健 体 育 費 707,945

11 災 害 復 旧 費 17,364

1 農林水産業施設災害復旧費 7,000

2 土 木 災 害 復 旧 費 10,364

12 公 債 費 2,701,936

1 公 債 費 2,701,936

13 諸 支 出 金 1

1 諸 支 出 金 1

14 予 備 費 50,000

1 予 備 費 50,000

23,444,000歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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第２表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事 項 期　　　間 限　度　額

新庁舎整備事業基本構想・基本計画策
定支援業務委託

令和　６年度から
令和　７年度まで

　　３０，０００

標準化・クラウド化に係る戸籍情報シ
ステム改修業務委託

令和　６年度から
令和　７年度まで

　　１９，１６２

かんがい排水整備事業補助
（令和６年度）

令和　６年度から
令和１９年度まで

　　　２，１００

消雪施設長寿命化修繕計画策定業務委
託

令和　６年度から
令和　７年度まで

　　１７，０００
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 起債の方法 利率 償還の方法

総 務 管 理 事 業 費 29,500

児 童 福 祉 事 業 費 5,100

環 境 衛 生 事 業 費 200,900

農 業 事 業 費 600

林 業 事 業 費 7,000

農 業 土 木 事 業 費 118,000

商 工 事 業 費 28,200

土 木 管 理 事 業 費 5,000

道 路 橋 り ょ う 事 業 費 154,600

都 市 計 画 事 業 費 190,000

消 防 事 業 費 31,200

社 会 教 育 事 業 費 49,100

保 健 体 育 事 業 費 72,100

臨 時 財 政 対 策 債 100,000

借 換 債 422,636

計 1,413,936

第３表　　地　方　債

限　　度　　額

普通貸借
又は

証券発行

　5.0%以内 
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

　借入れの年か
ら据置期間を含
め30年以内に元
利均等若しくは
元金均等で償還
する。ただし、
市財政の都合に
より繰上げ償還
し、償還期限を
短縮し、又は低
利債に借り換え
ることができる
ものとする。
  なお、借入先
の融通条件があ
るときは、これ
に従うことがで
きる。
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議案第３号 

 

　　　令和６年度砺波市国民健康保険事業特別会計予算 

 

　令和６年度砺波市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５５４，６００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　（一時借入金） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 国 民 健 康 保 険 税 682,671 

1 国 民 健 康 保 険 税 682,671 

2 県 支 出 金 2,587,868 

1 県 負 担 金 2,580,967 

2 県 補 助 金 6,900 

3 財政 安 定化 基 金支 出 金 1 

3 財 産 収 入 12 

1 財 産 運 用 収 入 12 

4 繰 入 金 276,877 

1 一 般 会 計 繰 入 金 208,599 

2 基 金 繰 入 金 68,278 

5 繰 越 金 1 

1 繰 越 金 1 

6 諸 収 入 7,171 

1 延滞金、加算金及び過料 5,010 

2 市 預 金 利 子 1 

3 雑 入 2,160 

3,554,600 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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　歳　　　出

1 総 務 費 34,376 

1 総 務 管 理 費 24,126 

2 徴 税 費 9,999 

3 運 営 協 議 会 費 251 

2 保 険 給 付 費 2,493,329 

1 療 養 諸 費 2,191,381 

2 高 額 療 養 費 293,525 

3 移 送 費 10 

4 出 産 育 児 諸 費 6,003 

5 葬 祭 諸 費 2,400 

6 傷 病 手 当 金 10 

3 国 民 健 康 保 険 937,086 

事 業 費 納 付 金 1 医 療 給 付 費 分 589,089 

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 263,036 

3 介 護 納 付 金 分 84,961 

4 財政安定化基金拠出金 1 

1 財政 安 定化 基 金拠 出 金 1 

5 保 健 事 業 費 72,014 

1 特定 健 康診 査 等事 業 費 57,728 

2 保 健 事 業 費 14,286 

6 基 金 積 立 金 12 

1 基 金 積 立 金 12 

7 公 債 費 21 

1 公 債 費 20 

2 財政 安 定化 基 金償 還 金 1 

8 諸 支 出 金 15,761 

1 償還 金 及び 還 付加 算 金 5,011 

2 繰 出 金 10,750 

9 予 備 費 2,000 

1 予 備 費 2,000 

3,554,600 

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第４号 

 

　　　令和６年度砺波市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

　令和６年度砺波市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８０７，９００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 後期高齢者医療保険料 636,254 

1 後期 高 齢者 医 療保 険 料 636,254 

2 繰 入 金 168,749 

1 一 般 会 計 繰 入 金 168,749 

3 繰 越 金 100 

1 繰 越 金 100 

4 諸 収 入 2,797 

1 延滞金、加算金及び過料 99 

2 預 金 利 子 1 

3 償還 金 及び 還 付加 算 金 2,100 

4 受 託 事 業 収 入 596 

5 雑 入 1 

807,900 

　歳　　　出

1 総 務 費 4,524 

1 総 務 管 理 費 108 

2 徴 収 費 4,416 

2 後 期 高 齢 者 医 療 798,180 

広 域 連 合 納 付 金 1 後期高齢者医療広域連合納付金 798,180 

3 保 健 事 業 費 3,096 

1 後期高齢者健康診査事業費 3,096 

4 諸 支 出 金 2,100 

1 償還 金 及び 還 付加 算 金 2,100 

807,900 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第５号 

 

　　　令和６年度砺波市霊苑事業特別会計予算 

 

　令和６年度砺波市霊苑事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，４００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 分 担 金 及 び 負 担 金 1,213 

1 負 担 金 1,213 

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1,140 

1 使 用 料 1,140 

3 財 産 収 入 1 

1 財 産 運 用 収 入 1 

4 繰 入 金 1,045 

1 基 金 繰 入 金 875 

2 一 般 会 計 繰 入 金 170 

5 繰 越 金 1 

1 繰 越 金 1 

3,400 

　歳　　　出

1 総 務 費 3,230 

1 墓 地 管 理 費 3,230 

2 公 債 費 170 

1 公 債 費 170 

3,400 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第６号 

 

　　　令和６年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算 

 

　令和６年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３８，４００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　（地方債） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こす

ことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

２表　地方債」による。 

 

　（一時借入金） 

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

２３０，０００千円と定める。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 繰 入 金 8,000 

1 一 般 会 計 繰 入 金 8,000 

2 繰 越 金 100 

1 繰 越 金 100 

3 市 債 230,300 

1 市 債 230,300 

238,400 

　歳　　　出

1 事 業 費 234,085 

1 事 業 費 234,085 

2 公 債 費 4,315 

1 公 債 費 4,315 

238,400 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 起債の方法 利率 償還の方法

工 業 団 地 造 成 事 業 費 230,300

計 230,300

第２表　　地　方　債

限　　度　　額

普通貸借
又は

証券発行

　5.0%以内 
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

　借入れの年か
ら据置期間を含
め30年以内に元
利均等、元金均
等又は満期一括
で償還する。た
だし、市財政の
都合により繰上
げ償還し、償還
期限を短縮し、
又は低利債に借
り換えることが
できるものとす
る。
  なお、借入先
の融通条件があ
るときは、これ
に従うことがで
きる。
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議案第７号 

 

　　　令和６年度砺波市水道事業会計予算 

 

　（総則） 

第１条　令和６年度砺波市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

　(１)　給水戸数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７，４００戸 

　(２)　年間総給水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，１８８，８００㎥ 

　(３)　年間受水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，４３４，７００㎥ 

　(４)　一日平均給水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４，２００㎥ 

　(５)　主な建設改良事業費　　　　　　　　　　　　　　 　 ５４２，４００千円 

 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　水道事業収益　　　　　　　　　　　　　　　　１，０９４，５００千円 

　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６１，７６９千円 

　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３２，６８１千円 

　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　水道事業費用　　　　　　　　　　　　　　　　１，０７０，９００千円 

　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０１５，８２６千円 

　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２，０７４千円 

　　第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００千円 

　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円 

 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額６０４，０００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額５２，０００千円、減債積立金取り崩し額１４７，０００千円、建設改

良積立金取り崩し額２００，０００千円及び過年度分損益勘定留保資金２０５,０００

千円で補てんするものとする。）。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６３，０００千円 

　　第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０，０００千円 

　　第２項　工事負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，０００千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６７，０００千円 

　　第１項　設備改良費　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１９，３６８千円 
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　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　１４７，６３２千円 

 

　（企業債） 

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

 

　（一時借入金） 

第６条　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 

　（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

　(１)　収益的支出における各項間の流用 

　(２)　資本的支出における各項間の流用 

 

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

　(１)　職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００，８６３千円 

 

　（たな卸資産購入限度額） 

第９条　たな卸資産の購入限度額は、１７，０００千円と定める。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 

 起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法
 

配 水 施 設

整備事業債

　　千円 

 

 

 

 

150,000
普通貸借 

又は 

証券発行

5.0%以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

　借入れの年から据置期間

を含め 40 年以内に半年賦若

しくは年賦又は元利均等若

しくは元金均等で償還する。

ただし、企業財政その他の都

合により繰上げ償還し、償還

期限を短縮し、又は低利債に

借り換えることができるも

のとする。 

　なお、借入先の融通条件が

あるときは、これに従うこと

ができる。
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議案第８号 

 

　　　令和６年度砺波市工業用水道事業会計予算 

 

　（総則） 

第１条　令和６年度砺波市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

　(１)　給水事業所数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１箇所 

　(２)　年間総給水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３０，０００㎥ 

　(３)　一日平均給水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００㎥ 

(４)　主な建設改良事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，７２０千円 

 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　　　　２１，９００千円 

　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１，８４１千円 

　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　　　　　　１６，５００千円 

　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，４５７千円 

　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，９４３千円 

　　第３項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００千円 

 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１３，２００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額１，５００千円、減債積立金取り崩し額１０，０００千円及び過年度分損

益勘定留保資金１，７００千円で補てんするものとする。）。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　１６，７００千円 

第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，７００千円　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９，９００千円 

　　第１項　設備改良費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，７５８千円 

第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，１４２千円 

 

　（企業債） 

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 
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　（一時借入金） 

第６条　一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。 

 

　（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

　(１)　収益的支出における各項間の流用 

　(２)　資本的支出における各項間の流用 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修

 起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法
 

配 水 設 備

整備事業債

　　千円 

 

 

 

 

16,700
普通貸借 

又は 

証券発行

5.0%以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

　借入れの年から据置期間

を含め 40 年以内に半年賦若

しくは年賦又は元利均等若

しくは元金均等で償還する。

ただし、企業財政その他の都

合により繰上げ償還し、償還

期限を短縮し、又は低利債に

借り換えることができるも

のとする。 

　なお、借入先の融通条件が

あるときは、これに従うこと

ができる。
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議案第９号 

 

　　　令和６年度砺波市下水道事業会計予算 

 

　（総則） 

第１条　令和６年度砺波市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

　(１)　接続戸数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４，０００戸 

　(２)　年間総排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，７７６，０００㎥ 

　(３)　一日平均排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，３００㎥ 

　(４)　主な建設改良事業費　　　　　　　　　　　　　　　　６３６，６００千円 

 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　下水道事業収益　　　　　　　　　　　　　　　１，５３２，１００千円 

　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６６４，２１６千円 

　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　８６７，８３４千円 

　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　下水道事業費用　　　　　　　　　　　　　　　１，５３０，４００千円 

　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３５２，５０７千円 

　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７６，１９３千円 

　　第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７００千円 

　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円 

 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額６５２，５００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額６７，０００千円、減債積立金取り崩し額１４１，０００千円及び過年

度分損益勘定留保資金４４４，５００千円で補てんするものとする。）。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３０５，３００千円 

　　第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５０，７００千円 

　　第２項　負担金及び分担金　　　　　　　　　　　　　　　　４６，０００千円 

　　第３項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１５，６００千円 

　　第４項　他会計出資金　　　　　　　　　　　　　　　　　１９３，０００千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　１，９５７，８００千円 

　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３４，５８３千円 
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　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　１，１２３，２１７千円 

 

　（企業債） 

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

 

　（一時借入金） 

第６条　一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

 

　（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

　(１)　収益的支出における各項間の流用 

　(２)　資本的支出における各項間の流用 

 

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

　(１)　職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０，６０５千円 

 

　（他会計からの補助金） 

第９条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、７１１，５００千円である。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修

 起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法
  

公共下水道事業債

千円 

32,600

普通貸借 

又は 

証券発行

5.0%以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

　借入れの年から据置

期間を含め 40 年以内

に半年賦若しくは年賦

又は元利均等若しくは

元金均等で償還する。

ただし、企業財政その

他の都合により繰上げ

償還し、償還期限を短

縮し、又は低利債に借

り換えることができる

ものとする。 

　なお、借入先の融通

条件があるときは、こ

れに従うことができ

る。

 
特定環境保全公共 

下 水 道 事 業 債
387,900

 
流域下水道事業債 69,100

 
資本費平準 化 債 250,000

 
下水道事業借換債 111,100

 
計 850,700
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議案第１０号 

 

令和６年度砺波市病院事業会計予算 

 

　（総則） 

第１条　令和６年度砺波市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

　(１)　病床数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７１床 

　(２)　年間患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２２，１４０人 

　　　　　入院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０，４５０人 

　　　　　外来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１，６９０人 

　(３)　一日平均患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１６０人 

　　　　　入院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３０人 

　　　　　外来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３０人 

　(４)　主な建設改良事業 

　　　　　有形固定資産購入費　　　　　　　　　　　　　　　５６４，７３４千円 

　　　　　附帯施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　５４４，９５１千円 

 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入　　　　　　　　 

　第１款　病院事業収益　　　　　　　　　　　　　　　１２，７４５，４００千円 

　　第１項　医業収益　　　　　　　　　　　　　　　　１１，４８６，８７２千円 

　　第２項　医業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　１，２５８，４２８千円 

　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出　　　　　　　　 

　第１款　病院事業費用　　　　　　　　　　　　　　　１２，７３１，４００千円 

　　第１項　医業費用　　　　　　　　　　　　　　　　１２，１３２，２５１千円 

　　第２項　医業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９８，１４９千円 

　　第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０千円 

　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円 

 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額９３１，０００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額３，００１千円及び過年度分損益勘定留保資金９２７，９９９千円で補て

んするものとする。）。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入　　　　　　　　 

　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０８６，０００千円 

　　第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０２９，９７５千円 

　　第２項　出資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８，０００千円 

　　第３項　固定資産売却代金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７５千円 

　　第４項　補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７，７５０千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出　　　　　　　　 

　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０１７，０００千円 

　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　　１，１０９，６８５千円 

　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　９０７，３１５千円 

 

（債務負担行為） 

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

 

（企業債） 

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

 

（一時借入金） 

第７条　一時借入金の限度額は、８００，０００千円と定める。 

 

 事　　項 期　　間 限　　度　　額

 
図書購入 令和７年度 ７，５００千円

 起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

 

医 療 機 器 

整備事業債

千円 

 

517,000

普 通 貸 借 

又は 

証 券 発 行

5.0％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率）

借入れの年から据置期間

を含め30年以内に半年賦若

しくは年賦又は元利均等若

しくは元金均等で償還す

る。ただし、企業財政その

他の都合により繰上げ償還

し、償還期限を短縮し、又

は低利債に借り換えること

ができるものとする。 

　なお、借入先の融通条件

があるときは、これに従う

ことができる。

 
総 合 情 報 

シ ス テ ム 

整備事業債

 

 

3,075 

 

病 院 施 設 

修繕事業債

 

 

509,900
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　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

　(１)　職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，５３８，４０３千円 

　(２)　交際費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７００千円 

　 

（他会計からの補助金） 

第９条　経営健全化に資するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

２６５，２１９千円である。 

 

　（たな卸資産購入限度額） 

第１０条　たな卸資産の購入限度額は、３，３１３，３２２千円と定める。 

 

　（重要な資産の取得） 

第１１条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

（種　類）　　  （名　称）　　　　　　　　　　　　（数　量） 

　      　　取得する資産 

　　　　　　　器械備品　　　　内視鏡手術支援ロボット　　　　　　一式 

　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修
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議案第１１号 

 

　　　地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条　　　 

　　　例の制定について 

 

　地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のよ

うに制定する。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条　　　 

例 

 

　（砺波市監査委員に関する条例の一部改正） 

第１条　砺波市監査委員に関する条例（平成１６年砺波市条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

　　第３条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

　（砺波市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条　砺波市病院事業の設置等に関する条例（平成１６年砺波市条例第１１０号）の

一部を次のように改正する。 

　　第８条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

　（砺波市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条　砺波市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１６年砺波市

条例第１６３号）の一部を次のように改正する。 

　　第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

　（砺波市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第４条　砺波市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年砺波市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

　　第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

　（砺波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第５条　砺波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年砺波市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

　　第１条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に、「第２４３

条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

 

　　　附　則 
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　この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第１２号 

 

　　　砺波市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

　砺波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 

 

　　　砺波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市職員の給与に関する条例（平成１６年砺波市条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

　別表第３行政職給料表の部４級の項中 

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

同表医療職給料表(２)の部５級の項中「主幹」の次に「、副主幹」を加え、同表医療職

給料表(３)の部４級の項中 

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

師長の職務 

師長代理の職務 

高度な知識と経験を要する主任の職務

師長の職務 

師長代理の職務 

主査の職務 

高度な知識と経験を要する主任の職務

係長及び主査の職務

副主幹の職務 
係長及び主査の職務

を

に改める。

を

に改め、
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議案第１３号 

 

　　　砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

　砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年砺波市条例第４０号）の一部を

次のように改正する。 

 

別表３病院に勤務する職員の手当の部に次のように加える。 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、公布の日から施行し、令和６年２月１日から適用する。 

　（支給方法に関する経過措置） 

２　令和６年２月分の看護補助者処遇改善手当については、第６条ただし書の規定にか

かわらず、翌月の給料支給日に支給するものとする。

 看護補助者処遇改善手当 月額 ６，０００円 看護助手又は看護事務補助者
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議案第１４号 

 

　　　砺波市公民館条例の一部改正について 

 

　砺波市公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市公民館条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市公民館条例（平成１６年砺波市条例第７０号）の一部を次のように改正する。 

 

　第２条第１項の表砺波市立青島公民館の項中「砺波市庄川町青島３６０７番地」を「砺

波市庄川町青島３３７４番地２」に、同表砺波市立種田公民館の項中「砺波市庄川町五

ケ４３６番地１」を「砺波市庄川町五ケ４３６番地２」に改める。 

 

　　　附　則 

この条例中第２条第１項の表砺波市立青島公民館の項の改正規定は令和６年４月１日

から、同表砺波市立種田公民館の項の改正規定は令和６年６月１日から施行する。
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議案第１５号 

 

　　　砺波市水道事業給水条例の一部改正について 

 

　砺波市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市水道事業給水条例（平成１６年砺波市条例第１６５号）の一部を次のように改

正する。 

 

　第３条第２項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

　第１３条の４第４号ウ中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

　第３６条第２項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第１６号 

 

砺波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す　　　 

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 

砺波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

砺波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す　　　 

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

砺波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年砺波市条例第３０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

　第２条に次の２号を加える。 

　(５)　特定個人番号利用事務　法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事務を

いう。 

　(６)　利用特定個人情報　法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

　第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に

改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただ

し書中「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

 

附　則 

　この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。
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議案第１７号 

 

　　　砺波市立幼稚園条例の廃止について 

 

　砺波市立幼稚園条例を廃止する条例を次のように制定する。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市立幼稚園条例を廃止する条例 

 

　砺波市立幼稚園条例（平成１６年砺波市条例第６６号）は、廃止する。 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

　（砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

２　砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年砺波市条例第４０号）の一部

を次のように改正する。 

　　別表１０保育等業務に従事する職員の手当の項中「、幼稚園」を削る。 

　（砺波市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の

一部改正） 

３　砺波市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

（平成１６年砺波市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

　　第１条中「幼稚園、」を削る。
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議案第１８号 

 

　　　工事請負契約の締結について 

 

　砺波市斎場火葬炉更新工事について、次のとおり請負契約を締結するものとする。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 

 

記 

 

１　契 約 の 目 的　　　砺波市斎場火葬炉更新工事 

 

２　契 約 の 金 額　　　金４０３，７００，０００円 

 

３　契 約 の 方 法　　　随意契約 

 

４　契約の相手方　　　富山市奥田新町１２番３号 

　　　　　　　　　　　株式会社宮本工業所 

　　　　　　　　　　　代表取締役　宮本　芳樹
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議案第１９号 

 

辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７

年法律第８８号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定により、下記の辺地

に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求める。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

記 

 

１　雄神辺地に係る総合整備計画　　　　別紙　１ 
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別紙１ 

総　　合　　整　　備　　計　　画　　書 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県砺波市雄神辺地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（辺地の人口７２８人、面積６．１㎢） 

１　辺地の概況 

(１)　辺地を構成する町又は字の名称　　　　砺波市庄川町庄、庄川町三谷 

(２)　地域の中心の位置　　　　　　　　　　砺波市庄川町三谷２６６番地１ 

(３)　辺地度点数　　　　　　　　　　　　　１１８点 

 

２　公共的施設の整備を必要とする事情 

　当地域は、一級河川「庄川」右岸の山際に位置しており、大部分が丘陵及び山間地で形成され

た地域である。 

三谷地区の一部では、機械による除雪が困難な人家連担箇所が多いため、消雪設備による融

雪を行っているが、設置から２０年以上が経過し老朽化していることから、設備を更新し冬期

間の安全確保を図ることが望まれている。庄地区においては、地区の除雪対策委員会設立に伴

い、除雪ドーザによる地元ニーズにあったきめ細やかな除雪対応が求められている。 

また、幹線道路である県道山田湯谷線と有機的に結ばれた生活基盤道路の安全対策が求めら

れている。 

さらに、地域防災への関心も高まっている中、消防設備の整備を行うことにより、安全・安心

な生活環境を整備し、もって活力ある地域づくりを進めることが必要である。 

　 

３　公共的施設の整備計画 

(１)　公共的施設整備の基本方針 

　　　　地域住民が安全で快適な生活を送ることができるよう、生活基盤道路の消雪設備の更新、

除雪機械の整備、法面改良工事、消防分団に配備されている老朽化した消防ポンプ車の更

新及び消火栓の設置工事を行う。 

(２)　公共的施設の整備計画 

令和２年度から令和６年度まで　５年間 

（単位　千円） 
 　　　　　　　　　　　　区　分

事　業　費
財　源　内　訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額  　施　設　名　 　　事業主体名 特定財源 一般財源
 

道路

砺波市

 
51,380 

 
51,380 

(51,100) 
51,000 

 
消防施設

(22,424) 
22,918 

(22,424) 
22,918 

(22,200) 
22,700 

 
除雪機械

(0) 
15,000 

(0) 
10,000 

(0) 
5,000 

(0) 
5,000 

 
合　　　　　　計

(73,804) 
89,298 

(0) 
10,000 

(73,804) 
79,298 

(73,300) 
78,700 

上段：（変更前） 

下段： 変更後-37-



議案第２０号 

 

　　　市道路線の認定及び廃止について 

 

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項において準用

する第８条第２項の規定により、市道の路線を次のとおり認定し、及び廃止することに

ついて、議会の議決を求める。 

 

　　令和６年２月２９日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

記 

 

　１　認定する路線 

 

　２　廃止する路線 

 認定路線名 起　点 終　点 重要な経過地

 石丸みどり台２号線 石丸 石丸

 となみ野ガーデンカントリー矢木線 矢木 矢木

 リンクステージ林線 中神 中神

 中神区画１１号線 中神３丁目 林

 廃止路線名 起　点 終　点 重要な経過地

 中神区画１１号線 中神３丁目 中神３丁目
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